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｢今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会｣報告書（平成１８年６月）のフォローアップ 

（平成２６年５月１日現在） 

報 告 書 の 内 容 
取  組  状  況 

項    目 指  摘  内  容 

Ⅰ．総論 

（１）自動車事故対策事業の効率

的で効果的な実施 

自動車事故対策計画を策定した平成１４

年時と比較して、自動車事故対策事業

の必要性は変わっていないと考えられる

が、引き続き、一層効率的で効果的な事

業の実施を図る必要がある。 

○ 毎年度、予算要求・執行の過程を通じて効率的・効果的な事業の実施を確保。 

○ 平成２３年度～２４年度において、事業の効率化を図る観点から、今後の自動車損

害賠償保障制度のあり方に係る懇談会において、財源論・必要性・効率性の論点を

踏まえ、個別の運用益事業の今後のあり方について見直しを実施し、平成２５年度の

事業に反映し、検討結果について自動車損害賠償責任保険審議会において報告。 

（２）（独）自動車事故対策機構の

業務の重点化 

（独）自動車事故対策機構は、ニーズの

高い業務の充実、ニーズの低い業務の

縮減により、一層の重点化を図るべきで

ある。 

○ （独）自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）の第二期中期目標・計画（平成１９～２３年度

）に基づき、安全指導業務について、ｉ－ＮＡＴＳの活用により適性診断の業務の効率

化を図るとともに、安全マネジメントの支援の実施や、被害者援護業務について、委

託病床の設置（北海道札幌市、福岡県久留米市）や、介護料受給者への訪問支援、

交流会等を実施した。 

○ ＮＡＳＶＡの第三期中期目標・計画（平成２４～２８年度）等に基づき、安全指導業務

の内容の充実（安全マネジメント等による運送事業者の安全確保）を図るとともに、指

導講習や適性診断の民間参入に伴う、安全指導業務から被害者援護業務（委託病

床の拡充、訪問支援の充実・強化等）や自動車アセスメント業務へ業務を重点化・深

度化。 

参考資料１ 
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（３）一般会計からの繰戻し 

自動車事故対策事業については、当

初、基金の運用益を財源とすることを基

本に制度設計していたが、基金のうち５

，１２７億円が一般会計に繰り入れられ

たままであること等から、必要な運用益

を得られず、毎年度の基金（積立金）の

取崩しにより基金が減少している。この

状況は、自動車事故対策事業の安定的

な実施の観点から望ましくなく、引き続き

財務省に対して早期の繰戻しを求める

必要がある。 しかし、一般会計から利

子相当額を含めて繰り戻されると法定さ

れており、これを踏まえて早期に利子相

当額を含む全額の繰戻しがなされるので

あれば、基金の運用益を自動車事故対

策事業の財源に充てる現在の仕組みに

支障は生じない。 

 加えて、基金の運用益を財源とする現

在の仕組みは、現在の自動車ユーザー

に負担を与えていないため、自動車ユー

ザーの自動車事故対策事業への関心が

高くならない懸念があるものの、新たな

負担を求める場合には自動車ユーザー

の理解を得られにくい。 

 これらを総合的に勘案すれば、現時点

においては、附帯決議で検討を求められ

た賦課金制度についてその導入を検討

する状況にはなく、基本的には現在の仕

組みを維持することが適当である。 

○ 毎年度、予算要求において、一般会計からの繰戻しを財務省に対して要求し、協議

を進めてきたが、繰戻しには至っていない。 

（４）自動車事故対策事業の実施

のための賦課金制度の導入 
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報 告 書 の 内 容 
取  組  状  況 

項    目 指  摘  内  容 

Ⅱ．各論 

１．重度後遺障害者が専門的な治療･看護を受けられる機会の確保 

 

(1)療護センターの活用 

 

①療護センターの長期滞留傾向の解消 

○  平成９年９月から５年となっていた入院期間を平成１９年４月以降の入院から３年

以内に設定し、効果的・集中的な治療・看護により、早期脱却を図っており、現在、長

期滞留傾向は概ね解消｡ 

 ②療護センターの認知度の向上 

○ ＮＡＳＶＡにおいて、報道関係者及び被害者団体（総会、学習会等の機会を通じて）

に療護施設を周知。また、平成２５年度には損害保険会社、（一社）日本損害保険協

会及び損害保険料率算出機構に対する周知を重点的に実施。 

○ 各療護施設の事務職員及びメディカルソーシャルワーカーが、病院等の関係機関に

対して、訪問又は電話により療護施設を周知。 

 ③療護センターの治療･看護技術の普及

○ 療護施設において、脳神経外科・意識障害学会や医療専門誌等への発表を積極的

に実施。平成１９～２５年度において、日本脳神経外科学会や日本意識障害学会に

おいて、計２３４件の研究成果の発表を実施。 

なお、平成２１年度から中部療護センターにおいて岐阜大学大学院と連携を進めて

おり（平成２５年度までに５名が入学）、上記のうち１５件の研究成果の発表を実施。 

○ 協力病院からの研修ニーズを踏まえた研修プログラムを作成し、平成２１～２５年度

において、各療護センターで協力病院及び協力施設の看護師向け研修を開催し、こ

れまでに、計２０回、６９病院及び２施設、１０６人が受講。 
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(2)療護センター機能 

の委託 

 

意欲ある一般病院に対し､療護センター

機能を委託し､治療･看護機会を拡充 

○ 平成１９年１２月から北海道･九州地区、平成２５年１月から近畿地区において､療護

センター機能の一部を委託するいわゆる委託病床を開始。平成２５年度までに計１１０

人の患者を受け入れ、１７人が遷延性意識障害から脱却。 

○ 関東西部地区については、平成２４年度に入札を行ったが、委託先が決まらなかっ

た。受託候補先の確保が難航しており、病院の現状調査等を踏まえつつ、平成２６年

度において委託先病院の選定に向けた方策を再検討の上、選定を行う予定。 

 
(3)短期入院協力病院の拡充

等 

①短期入院協力病院の指定数を増や

し、各都道府県に協力病院を確保 

○ 平成２５年３月に各都道府県に一ヶ所以上の協力病院を確保し、現在は１２６病院

を指定。また、平成２５年度に、短期入所（ショートステイ）を積極的に受け入れる障害

者施設を指定する制度を創設し、協力施設を８施設指定。 

○ 協力病院の短期入院の利用促進等を図るため、平成２２、２３年度において有識者

や被害者団体等との意見交換会を開催し、利用促進に繋がる方策等を検討。また、

引き続き、被害者等のニーズにあった被害者救済対策の検討等を行うため、平成２

４、２５年度において意見交換会を開催し、協力病院・施設における短期入院・入所の

更なる利用促進方策や介護家族の負担軽減を図る方策等を検討。 

②協力病院と療護センター等との連携･

交流 

○ 平成２０年度から各地域において、協力病院、療護センター及びＮＡＳＶＡの担当者

による意見交換会を開催。平成２５年度においては、国土交通省や協力施設、被害

者団体も参加した意見交換会を開催。 

○ 平成２１年度に作成した療護センターの治療・看護等の内容等を紹介した広報用Ｄ

ＶＤを、新規指定の協力病院等に配布。 

○ 協力病院からの研修ニーズを踏まえた研修プログラムを作成し、平成２１～２５年度

において、各療護センターで協力病院及び協力施設の看護師向け研修を開催し、こ

れまでに、計２０回、６９病院及び２施設、１０６人が受講。（再掲） 

○ ＮＡＳＶＡ機関誌、介護料受給世帯への訪問支援、交流会等により、協力病院・施設

の利用を案内。 
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(4)介護料の支給対象品目等

の見直し 

①介護料の支給対象品目をニーズの高

いものへ見直し 

○ 介護料受給世帯からのニーズが高かった①紙おむつ②尿とりパッド③痰吸引用カ

テーテルの３品目について､平成１９年度から介護料支給対象品目に追加｡ 

②介護料や短期入院費用助成に関する

支給要件見直し 

○ 特Ⅰ種（脳損傷者）の介護料受給者に対して２年毎に提出を求めている診断書につ

いて､平成２１年度からその提出期間を３年毎に延長。 

○ 短期入院費用助成の上限範囲を、平成２３年度から年間４５日以内かつ年間４５万

円以内に拡大するとともに、１回の助成限度額を入院日数に応じた１日当たり１万円

の上限額に患者移送費を加えた額に拡大。 

２．心のケアや情報提供を受けることが出来る環境の整備 

 

(1)関係機関等との連携体制

の構築 

国土交通省を中心に､関係機関(市区町

村･都道府県警察･救急病院等)､関係団

体 (医師会･弁護士会等)との連携体制

の構築 

○ 国土交通省自動車交通局保障課（当時）に平成２０年７月に「被害者保護企画官」

を、平成２２年１０月に「被害者対策係」を設置し、被害者団体の総会等への出席や意

見交換会の開催等、連携を強化。 

○ ＮＡＳＶＡ本部・（主管）支所において、地域の拠点病院・市町村等へ訪問し、意見交

換を実施。 

(2)自動車事故対策機構によ

る相談対応や情報提供の

充実 

①相談窓口機能の充実･提供情報の拡

充 

○ 各関係機関･団体が行っている各種支援策の情報を集約し､交通事故被害者やそ

の家族に総合的な情報提供を行う窓口として､平成１９年１０月、｢ＮＡＳＶＡ交通事故

被害者ホットライン｣を開設。平成２５年度は、３，１５７件の問い合わせに対して情報

提供を実施。関越道における高速ツアーバス事故の際には、被害者への制度周知や

休日も開設して対応を行った。 

○ ＮＡＳＶＡ支所の担当者が介護料受給世帯を訪問して個別相談に応じる「訪問支援」

を実施（平成２５年度訪問実績：２，２９６人（前年度末受給資格者数の４９．５％））。 

○ 被害者家族の声を受け、自動車事故被害者に必要な自賠責保険制度、各種支援

制度及び支援相談機関等の情報を網羅的に紹介するパンフレット「交通事故にあっ

たときには」を平成２５年度に作成し、医療機関、相談機関、保険会社等へ配布。 
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②被害者家族が必要とする各種情報の

資料化･配付 

○ 国土交通省及びＮＡＳＶＡにおいて、被害者団体の総会、学習会等に出席するととも

に、NASVA 支所において被害者団体との交流会を開催し、被害者援護制度を周知。 

○ ＮＡＳＶＡにおいて、内閣府主催の相談窓口、交通遺児等支援担当者意見交換会に

参加し、被害者援護制度を周知するとともに、関係機関との連携を強化。 

○ ＮＡＳＶＡにおいて、報道関係者や被害者団体に対して情報提供を行うとともに、救

命救急センター等の病院、損保団体、ＪＡ共済、市区町村、教育委員会等に対して被

害者援護制度の周知・協力依頼を継続的に実施。特に、平成２５年度は、損害保険

会社、（一社）日本損害保険協会及び損害保険料率算出機構に対する周知及び協力

依頼を重点的に実施。 ③関係機関への積極的な PR･広報活動

(3)被害者団体の活動の支援 

①国土交通省､自動車事故対策機構に

よる被害者団体等の活動の後援 
○ 国土交通省、ＮＡＳＶＡにおいて､被害者団体の講演会、全国大会等を後援するとと

もに、同会合に参加し、意見交換を実施。 

②被害者の活動の広報 

○ 国土交通省ホームページにおいて、自動車事故関係被害者団体の情報を掲載し、

広く一般に紹介。 

○ ＮＡＳＶＡの訪問支援や在宅介護相談時に、被害者団体等を紹介。 

３．損害賠償の保障の充実 
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(1)高次脳機能障害認定シス

テムの充実 

現行の高次脳機能障害システムについ

て、専門家の意見を踏まえ問題の有無

等を検討 

○ 損害保険料率算出機構では専門家による検討委員会による報告書を受けて、平成

２３年４月より、意識障害や画像所見のないＭＴＢＩ患者が審査対象となることの明確

化等、高次脳機能障害認定システムの見直しを実施。 

  ① 審査対象基準において、意識障害及び画像所見を必ず要するとの誤解がないよ

う、明確に記述した。 

  ② 医師等に送付する調査様式について、救急隊から確認するなどして得た来院前

の意識障害の状況を記載する欄を設けるなどした。 

  ③ 被害者が小児である場合には、その成長に伴って、社会的適応障害の有無が明

らかになることがあることから、社会的適応障害についての判断が可能となる時期

まで、後遺障害等級の認定を待つことを可能とした。 

見直しの結果、認定システムの審査件数が以下の通り増加。  

 

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

審査件数 3,741 件 3,897 件 4,331 件 4,214 件 4,814 件 5,261 件 5,288 件 

○ 国土交通省自動車局保障制度参事官室に、平成２３年１０月に「専門官（新障害担

当）」を、設置し、自賠責保険分野における脳機能の障害など、新たな障害分野に関

する知見を蓄積し、情報の収集・分析等を行うとともに、認定審査、支払適正化を図っ

ている。 

○ MTBI や脳脊髄液減少症等の脳機能に関する新たな障害について、それぞれ厚生

労働省との連絡会を開催し連携強化を図るとともに、障害に関する厚生労働省の研

究成果等について保険会社に対し周知を図るとともに、自動車関連団体に対しても啓

発を図った。 
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(2)政府保障事業における運

用の変更 

可能な限り自賠責保険に近い損害てん

補が行われるよう運用を変更 

○ 政府保障事業の損害てん補基準を一般国民に開示するため、これを告示したほ

か、平成１９年４月より、被害者救済の充実を図る観点から、通常の過失相殺に比べ

て、減額される範囲が大幅に緩和される重過失減額制度を導入するとともに、好意同

乗減額制度及び親族間事故の慰謝料減額制度を廃止した。 

○ 保険法制定に合わせ、自賠法を改正し、政府保障事業への請求時効を２年から３

年に延長（平成２２年４月１日施行）。 

【参考】自賠責保険の本人請求（１５条）、被害者請求（１６条）についても同様に、請求時

効を２年から３年に延長（平成２２年４月１日施行）。 

 ○ 政府保障事業の処理迅速化を推進した結果、てん補請求から支払いまでの平均処

理期間について、平成２０年度５．０月から平成２５年度で３．７月に短縮を図った。 

４．その他の被害者救済対策 

 

(1)診療報酬基準案の全国的

な浸透 
診療報酬基準案の全国的な浸透 

○ 平成２３年１０月１日より岡山県においても実施。 

○ 全都道府県のうち唯一残る山梨県について、医師会・損保業界間で、実現に向けて

協議中。 

(2)自賠責保険の保険金限度

額の検証 

自賠責保険の保険金限度額について、

現時点の総損害額を実態調査し、現行

水準を検証 

○ 損害保険協会等の協力により、平成１９年度の死亡及び重度後遺障害に該当する

事案の一括払い平均支払い額の実態調査を行い、平成１７年度の検証結果との比

較を行ったところ、損害額に大きな変動は見られなかった。平成２３年度についても損

害額に大きな変動は見られなかった。 

 

（年度） H17 H19 H23 

死亡 37,138 千円 37,724 千円 37,029 千円 

後遺障害別表第一第１等級 54,882 千円 58,125 千円 59,213 千円 
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(3)自賠責保険金の支払適正

化措置等の充実 

①より確実に過小払い等に関する事後

チェックが働くよう国土交通省における

審査システムの改善等審査体制の強

化 

○ 保険金支払に関する重要事案審査について、より効率的、迅速に業務を実施する

ため、平成２４年度に審査システムを再構築し、業務の見直しを実施。  

②紛争処理機構の審査体制の充実 

○ 申請件数の増加や申請内容の多様化に対応すべく、紛争処理委員及び紛争処理

委員会の適切な増加等により、審査体制の充実を図った。 

 

○ 紛争処理委員は、平成２１年度以降１００名を超える体制（平成２５年度：１０６名）と

しており、紛争処理委員会の開催回数は、平成１９年度以降２００回を超える開催回数

（平成２５年度：２６２回）を実施している。 

 ○ 外貌醜状に関する後遺障害等級を改正し、平成２３年５月２日に公布・施行 （平成

２２年６月１０日以後に発生した事故について適用）。 

(4)重度後遺障害者の生活支

援に関する議論等 

生活支援に係る障害福祉施策の現状、

「親なき後」の実態等の把握に努めると

ともに、実現可能な生活支援の方策が

考えられないか、財源に十分に配慮しつ

つ関係者と真摯な議論を継続 

○ 平成２０年度に実施した「親なき後」の実態調査を踏まえ、平成２１年度に介護者が

「親なき後」に備え、成人後見、入所施設、相談先等に関する情報を入手し得る環境

を整備するため、試行的にウェブサイトを構築・運用。平成２６年５月に NASVA ホー

ムページにサイトを開設し、今後、継続的に運用。 
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(5)保険会社等による対応 

保険会社等に関して、自賠責保険の支

払いにつき、「一層の適正化」を図るため

の検討を行い、適切な対応を行う。 

保険会社等においては、附帯決議に係

る各事項に基づいて検討を行い、適切な

対応を行うことが適当である。 

（附帯決議） 

・公平性の確保、被害者等に対する情

報の開示及び説明等の充実を含め、一

層の支払いの適正化を図る。 

・運用益事業について事業の必要性及

び実施方法を見直すとともに、その情報

を公開する。 

・自賠責保険料の適正かつ効率的な運

用を図り、従来以上に被害者に対し配慮

する。 

・徹底した各種経費の削減及び合理化

に努める。 

○ 後遺障害事案等（高次脳機能障害、非器質性精神障害等）の丁寧な案内を実施。 

○ 支払迅速化に向けた業務の見直し(一括事案の委任状取付要件の緩和等)を実施。 

○ 運用益事業については、第三者委員で構成される自賠責運用益使途選定委員会で

審議のうえ、自賠責保険審議会（金融庁）へも報告し、情報を公開している。 

○ 社費（人件費・物件費）の効率化に向けた努力により、削減が図られている。また、

自賠責審議会において、毎年、ノーロス・ノープロフィットの原則に基づき、保険会社

の社費を含む自賠責保険料率全体の適切性を確認している。 

 

５．事故発生防止対策 

 事故発生防止対策の見直し 
新たな安全対策の方向性を踏まえた見

直し、重点化に努める。 

○「事業用自動車総合安全プラン２００９」に基づく事業用自動車の輸送の安全性向上

に向けた総合的な取組のほか、関越道高速ツアーバス事故を踏まえて策定された

「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に基づく措置の実施など、事業用自動車の

事故防止・輸送の安全確保に向けた対策を着実に実施。 

○運転者の体調急変に伴う事故防止のため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニ

ュアル」を改訂し、運転者の健康状態の把握、乗務判断の目安の例示等を行うことに

より、事業者が高度な健康管理を行えるよう措置。 

○自動車局、道路局及び警察庁交通局の協力の下、外部委託により「事業用自動車事

故調査委員会」を設け、事業用自動車の重大事故の事故要因の調査分析と再発防

止策の提言を実施。 
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○ＡＳＶ（衝突被害軽減ブレーキ、ふらつき警報、横滑り防止装置等）装置の導入に対し

支援するとともに、デジタル式運行記録計の導入、社内安全教育、過労運転防止の

ための先進的な取組みに対する支援を行う。 

６．引き続き検討すべき課題 

 (1)救急治療の支援 

ＡＥＤによる応急救護、ドクターヘリとい

った新たな救急手段の動向を踏まえつ

つ､厚生労働省における施策との連携･

協力を検討 

○ 自動車事故救急法普及事業において、ＡＥＤの使用方法について講習・研修を行っ

ている。 

○ ドクターヘリについては、厚生労働省等により運航経費の補助が行われているが、

損害保険協会及びＪＡ共済連においては、これに合わせて運用益を活用して講習会

等に要する費用の補助を行っている。 

○ 保険加入状況管理システム（軽二輪・原付）について、保険会社から入手する契約

データを統一化。 

○ 原付等の無保険車の取締り強化に資するとともに、ユーザーも自ら保険期間を認識

しやすくするよう保険標章（ステッカー）の色を保険契約が満期となる年ごとに変更（平

成２３年４月１日施行）。 

○ 無保険車対策として次の対策を実施。 

 ④駅前広場等における監視活動 

 ②警察と協力した街頭取締り 

 ①自賠責制度の広報・啓発 

 ③保険加入状況管理業務 

 

(2)無保険車対策  



参考資料２①

平成２６年度自動車安全特別会計の運用益の使途について

平成２６年５月

平成26年度　今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会



１．被害者保護増進対策

平成24年度
予算額

平成24年度
決算額

平成25年度
予算額
(a)

平成26年度
予算額
(b)

増減額
(b-a)

増減率
(%)

6,942,936
の内数

6,711,516
の内数

6,772,218
の内数

6,892,911
の内数

‐ ‐

○療護施設の設置・運営
・自動車事故による重度後遺障害者に適切な治療と看護を行う療護施設を設置・運営する。

○訪問支援サービス
・介護料受給者宅を訪問し、直接、介護料受給資格者やそのご家族の方からの介護に関する相談や
各種情報の提供等を実施する。

○交通遺児等貸付
・交通遺児等に対する育成資金の貸付け等を行う。

○自動車アセスメント
・自動車アセスメント等の事故発生防止及び被害者保護に関する調査・研究を行う。

379,313 350,490 404,565 403,996 △ 569 △ 0.1

・自動車事故による重度後遺障害者に適切な治療と看護を行う療護センターの施設を整備する（岡山
療護ｾﾝﾀｰ　コンピュータ断層撮影装置（CT）更新、X線画像診断装置更新、中部療護ｾﾝﾀｰ　脳磁図計
（MEG）棟建設を予定）。

379,313 350,490 404,565 403,996 △ 569 △ 0.1

3,287,574 3,136,970 3,304,832 3,318,311 13,479

○介護料支給
・自動車事故による重度後遺障害者に対して介護料を支給する。

3,168,442 3,083,649 3,185,700 3,199,179 13,479

○短期入院費助成
・自動車事故による重度後遺障害者に対して短期入院費を助成する。

112,500 53,321 112,500 112,500 0

○回収不能債権補填金
・交通遺児等に対する貸付金債権のうち、回収不能債権を補填する。

6,632 0 6,632 6,632 0

国土交通省

平成26年度自動車安全特別会計運用益活用事業（詳細）

（単位：千円）

事業の内容(平成26年度)　　　【　】内は補助対象事業者

（３）独立行政法人自動車事故対策機構が行う介護料等の支給等 [自動車事故対策費補助金]
【独立行政法人自動車事故対策機構】

0.4

（２）独立行政法人自動車事故対策機構施設整備費補助金【独立行政法人自動車事故対策機構】

（１）独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金【独立行政法人自動車事故対策機構】

6,942,936
の内数

6,711,516
の内数

6,772,218
の内数

6,892,911
の内数

-‐
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288,000 142,942 304,500 304,800 300

○救急医療機器整備事業
・自動車事故被害者の救済を図るため、救急病院に対する救急医療設備の整備に要する経費の一部
を補助する。【医療機関】

120,000 97,045 120,000 120,000 0

○短期入院・入所協力事業
・自動車事故被害者の救済を図るため、在宅の重度後遺障害者の短期入院を受け入れる病院や短期
入所を受け入れる障害者施設に対する受入れ体制の整備及び強化に要する経費の一部を補助する。
【医療機関、障害者施設等】

168,000 45,897 184,500 184,800 300

・自動車事故現場において、負傷者に対して迅速かつ適切な応急処置を行うために必要な救急法の知
識と技術の普及を図るため、自動車運転者等に対して行う自動車事故救急法講習事業に要する経費
の一部を補助する。【自動車事故救急法普及事業を行う者】

・自賠責の保険金の支払に関する紛争が発生した場合に、公正中立で専門的な知見を有する第三者
機関たる自賠法の指定紛争処理機関が行う紛争処理業務に要する経費の一部を補助する。【自賠法
の指定紛争処理機関※（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構のみ（平成26年5月28日現在）】

・自動車事故に係る損害賠償問題について、弁護士が相談に応じ、必要な指導及び示談のあっ旋を行
う事業等に要する経費の一部を補助する（事故相談事業、示談あっ旋事業、電話相談事業、相談員等
研修事業、高次脳機能障害相談事業）。【（公財）日弁連交通事故相談センター】

・交通遺児に対して、その育成のための資金を長期にわたり安定的に給付する事業に要する経費の一
部を補助する。【（公財）交通遺児等育成基金】

4,786,187 4,393,237 4,830,656 4,812,748 △ 17,908 △ 0.4

△ 8,800 △ 88.0

570,000 570,000

10,000

150,000 150,000 150,000

0 0.0

（６）「紛争処理機関」が行う紛争処理業務 [自動車事故対策費補助金]

0.0

1,368

注１）（１）独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金を除いた額としている。

(４)自動車事故医療体制整備事業 [自動車事故対策費補助金]

10,000 1,200

150,000

（５）自動車事故救急法普及事業 [自動車事故対策費補助金]

570,000 570,000

（８）交通遺児育成基金事業 [自動車事故対策費補助金]

86,759101,300

小　　　　　計　　　注１）

41,467 64,441

（７）自動車事故相談及び示談あっ旋事業 [自動車事故対策費補助金]

0.1

△ 25.7

0

△ 22,318
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２．自動車事故発生防止対策

平成24年度
予算額

平成24年度
決算額

平成25年度
予算額
(a)

平成26年度
予算額
(b)

増減額
(b-a)

増減率
(％)

6,942,936
の内数

6,711,516
の内数

6,772,218
の内数

6,892,911
の内数

‐

○指導講習、適性診断
・運行管理者等の指導講習及び運転者の適性診断を実施する。

○自動車アセスメント
・自動車アセスメント等の事故発生防止及び被害者保護に関する調査・研究を行う。＜再掲＞

811,340 516,532 1,076,924 1,008,292 △ 68,632

○事故防止対策支援推進事業
・自動車事故を防止し、安全な自動車交通の実現を図るため、ＡＳＶ、デジタル式運行記録計及び映像
記録型ドライブレコーダーの普及、社内安全教育及び過労運転防止のための先進的な取り組みの促
進といった自動車運送事業の安全に資する施策に必要な経費の一部を補助。【自動車運送事業者等】

811,340 516,532 1,076,924 1,008,292 △ 68,632

・自動車事故を防止するため、自動車運転者等に対して安全運転に関する知識及び運転技術の向上
を図る研修等を行う安全運転推進事業に要する経費の一部を補助する。【安全運転推進事業を行う
者】

事業用自動車の社会的影響の大きい重大事故の背景にある組織的・構造的問題の解明などを図るな
ど、高度かつ、複合的な事故要因の調査・分析の一層の充実とこれに基づく有効な再発防止策の提言
の強化を図るため外部委託する。

1,136,715 717,870 1,116,924 1,106,288 △ 10,636 △ 1.0

（２）自動車運送事業の安全総合対策事業 [自動車事故対策費補助金]

注１）（１）独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金を除いた額としている。
注２）平成24年度末で終了したオムニバスタウン整備総合対策事業を含む（平成24年度予算額：285,375千円　決算額：175,519千円）。

事業の内容(平成26年度)　　　 【　】内は補助対象事業者

6,942,936
の内数

6,711,516
の内数

6,772,218
の内数

△ 6.4

（３）安全運転推進事業 [自動車事故対策費補助金]

40,000 25,819 40,000

（４）事業用自動車の重大事故に関する事故調査等機能の強化事業［自動車事故対策委託費］＜
新規事業＞

－ － － 57,996 57,996 皆増

小　　　　　計　　　注１）

40,000

6,892,911
の内数

（１）独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金【独立行政法人自動車事故対策機構】

（単位：千円）

‐

0 0.0

‐

注２） 注２） 
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＜参考：独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金＞

平成24年度
予算額

平成24年度
決算額

平成25年度
予算額
(a)

平成26年度
予算額
(b)

増減額
(b-a)

増減率
(％)

6,942,936 6,711,516 6,772,218 6,892,911 120,693 1.8

１．被害者保護増進対策、２．自動車事故発生防止対策 及び独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金の合計金額

平成24年度
予算額

平成24年度
決算額

平成25年度
予算額
(a)

平成26年度
予算額
(b)

予算額の
増減額
(b-a)

増減率
(％)

12,865,838 11,822,623 12,719,798 12,811,947 92,149 0.7合　　　　　計

※ 単位未満は四捨五入。

（単位：千円）

事業の内容(平成26年度)

・自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導、自動車事故による被害者に対し
その身体的・財産的被害の回復に資する支援、自動車事故の発生の防止及び被害者の保護に関する調
査及び研究等を行うことにより、自動車事故の発生の防止・被害者保護の増進を図る。

（単位：千円）
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参考資料２②平成26年度　今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会

平成２６年度民間保険会社の運用益の使途について

平成２６年５月



一般社団法人　日本損害保険協会

１．自動車事故防止対策

平成24年度
予算額

平成24年度
決算額

平成25年度
予算額
(a)

平成26年度
予算額
(b)

予算額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

・常習飲酒者、アルコール依存症等による飲酒運転を撲滅させるために、アルコールに関し総合的な知識を持
つ「飲酒運転防止インストラクター」を養成し、職場や地域での飲酒運転根絶に向けた取組みを支援する。
・飲酒運転事故の違法性・危険性について周知・徹底させる効果が期待される。

・都道府県警察への交通事故防止関係機器の寄贈を通じ、交通事故の防止・抑制を図ることが期待される。
・機器は、常時録画式交差点カメラ、歩行者模擬横断教育装置、道路構造再現事故分析等装置とする。
（注）交差点内での交通事故の録画装置。適正・迅速な事故調査、被害者保護に資するもの。

・自転車事故の9割は対自動車・二輪車事故であり、自転車利用者の増加、自転車の車道利用の徹底により、
対自動車・二輪車事故の増加が懸念される。
・都道府県交通安全協会に自転車シミュレーター（20台）を寄贈し、交通安全教室等で活用することにより、自転
車利用者に対して、自転車の安全な利用、ルール遵守等を徹底し、事故防止を図る。

・道路上の自動車、自転車、歩行者間のコミュニケーション（アイコンタクト、会釈、挙手等）に着目し、その生起メ
カニズム、それを支援する街路デザイン、優先配慮行動のためのコミュニケーションを誘発、活性化する教材を
開発する。
・上記の教材を開発し、効果を実証することで、今後の交通事故低減の一助となることが期待される。

・平成23～25年度事業として実施した「疾病等起因事故の調査研究」により、交通事故の5～10%が運転者の体
調変化に起因することを明らかにしている。
・本モデル事業では、運転中の体調変化に起因した事故を予防する具体的方法について、実態調査も踏まえて
立案、実践し、啓発していく。

・免許取得前の若者に対し、その内面や心情に働きかける、教育効果を高い映像などの教材・器具の検討・開
発を行う。
・歩行者・自転車・自動車それぞれの視点での道路利用におけるマナーの普及、安全意識の向上を図ること
で、若年層の交通事故全般の防止・軽減に資することが期待される。

 ▲ 100.0

　●　免許取得前の若者に対する交通マナーの教育普及　【(一財)日本交通安全教育普及協会】
　　＜平成25年度終了事業＞

5,000 5,000 5,000 - ▲5,000

-

（５）体調変化に起因する事故を予防するためのモデル事業支援【(一社)日本交通科学学会】
　　＜新規事業・3年計画の1年目＞

6,000 6,000 -

（４）優先配慮行動を促す道路上のコミュニケーションと交通安全に関する研究【筑波大学】
　　　＜新規事業・3年計画の1年目＞

5,000 5,000

 ▲ 7.5

（３）自転車事故防止のための交通安全教育支援【(一財)全日本交通安全協会】＜新規事業＞

17,000 17,000 -

（２）交通事故防止用機器の寄贈　【警察庁(都道府県警察)】

77,927 77,685 70,000 64,746  ▲ 5,254

平成26年度自賠責保険運用益拠出事業（詳細）

（単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　事業の内容(平成26年度)　　　　　【 】内は事業主体

（１）飲酒運転根絶に向けた取組み支援　【(NPO)ＡＳＫ(アルコール薬物問題全国市民協会)】

5,700 5,700 5,000 2,500  ▲ 2,500  ▲ 50.0
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・各地の都市政策のマスタープランとして採用されている持続可能な集約型都市構造が、交通安全にどの程度
寄与するか調査分析し、都市計画段階で導入すべき交通安全上の具体的な施策を検討する。
・高齢者の安全な移動手段の確保に寄与することが期待される。

・従来の交通統計では捕捉できていないものの、潜在的に多発しているとされる疾病等起因事故について、そ
の実態を明らかにし、疾病等が原因となる事故への対策及び支援を医学面、工学面から検討することで、事故
を未然に防止する体制構築に資するもの。

・生活圏での事故多発箇所において、その原因調査を踏まえ、可能な範囲で、改善のモデル事業を実施し、対
策の有効性等について効果評価を行う。併せて地域に根ざした安全対策の専門家を育成する。
・事故軽減に資する実証データの提示、有効な事故対策の提言、人材育成が期待される。

118,127 117,885 97,000 95,246  ▲ 1,754  ▲ 1.8

２．救急医療体制の整備

平成24年度
予算額

平成24年度
決算額

平成25年度
予算額
(a)

平成26年度
予算額
(b)

予算額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

（１）救急医療機器購入費補助　【日本赤十字社】

・医療収入以外の収入を主に寄付に依存する公的病院に対して交通外傷に有効な医療機器の購入費を補助
し、救急医療体制の整備を図る。救命率の向上、医師・患者の負担軽減が期待される。
・全国92病院のうち、87病院（94.6％）が救急告示を受けている。

・医療収入以外の収入を主に寄付に依存する公的病院に対して交通外傷に有効な医療機器の購入費を補助
し、救急医療体制の整備を図る。救命率の向上、医師・患者の負担軽減が期待される。
・全国80病院のうち、69病院（84.1％）が救急告示を受けている。

・医療収入以外の収入を主に寄付に依存する公的病院に対して交通外傷に有効な医療機器の購入費を補助
し、救急医療体制の整備を図る。救命率の向上、医師・患者の負担軽減が期待される。
・道内7病院すべてが救急告示を受けている。

 ▲ 5.0

（３）救急医療機器購入費補助　【(社福)北海道社会事業協会】

22,000 22,000 20,000 19,000  ▲ 1,000  ▲ 5.0

（２）救急医療機器購入費補助　【(社福)済生会】

200,000 200,000 180,000 171,000 ▲9,000

小　　　　　　計

（単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　事業の内容(平成26年度)　　　　　【 】内は事業主体

250,000 250,000 225,000 213,750 ▲11,250  ▲ 5.0

 ▲ 100.0

　※　生活圏での事故対策とモデル事業の実施　【(一社)交通工学研究会】＜平成24年度終了事業＞

14,500 14,500 - - - -

　●　疾病等起因事故の調査研究　【(一社)日本交通科学学会】＜平成25年度終了事業＞

9,000 9,000 10,000 - ▲10,000

　●　交通安全のための街づくりに関する研究　【(公社)日本都市計画学会】＜平成25年度終了事業＞

6,000 6,000 7,000 - ▲7,000  ▲ 100.0

（（
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・救急医療機器の導入を支援することで、救急医師の負担軽減、患者の病態改善に迅速に対応し、防ぎえた死
亡を減少させることが期待される。
・日本外傷学会内に支援病院の選定委員会を組織し選定を行う。選定機器は救命率向上に有効な機器とす
る。

・被害者救済に直結する高規格救急自動車の寄贈を通じ、救急医療体制の整備に資する。救急救命士による
応急措置の高度化、救命率の向上が期待される。
・普及率は一定の水準に達したが、耐用期間満了による更新ニーズを勘案し、寄贈台数を5台とする。

・外傷診療を行う医療従事者を対象とする「救急外傷における適切な標準治療に関する研修会」開催費用を補
助し、救急医療体制の整備を図る。防ぎえた死亡を減少させることが期待される。
・研修会は全国で年間36回開催予定。

・外傷看護を行う看護師を対象とした「救急外傷患者看護に関する研修会」開催費用を補助し、救急医療体制
の整備を図ることで、防ぎえた死亡を減少させることが期待される。
・研修会（プロバイダーコース）は全国で年間25回開催予定。

・日本航空医療学会が行う「ドクターヘリ講習会」開催費用を補助し、救急医療体制の整備と被害者救済を図
る。救命率の向上、医療費の削減等が期待される。
・講習会は年間2回開催予定。

・救急ヘリコプターに関する広報誌「HEM－Netグラフ」の発刊・配布、ホームページを通じた広報・啓発活動を支
援する。
・救急ヘリコプターによる医療効果は高いとされており、その重要性と必要性について、社会一般の認識・理解
を一層高めることが期待される。

・「ドクターヘリ特別措置法」に基づき登録された助成金交付法人に拠出することを通じ、救急ヘリコプターを導
入する病院のフライト医師・看護師・運航責任者の教育研修費用を支援する。
・救命率の向上、医療費の削減等が期待される。

・交通事故による社会的コストを低減する手段として、工学と医学が連携し、交通事故発生時の緊急自動通報
システムに関する環境整備（研究体制、システム構築等）を図る。
・死亡者数を減少させ、後遺障害・負傷者の損傷程度を軽減させることが期待される。

-

　※　緊急自動通報システムを活用した交通事故死傷者低減研究への助成
　　【(一財)日本自動車研究所(JARI)】＜平成24年度終了事業＞

17,919 17,919 - - - -

　※　救急ヘリコプター導入病院のフライト医師･看護師等の養成費用補助
　　【(NPO)救急ヘリ病院ネットワーク】＜平成24年度終了事業＞

10,000 10,000 - - -

-

（９）ヘリコプターを活用した救急医療システム構築のための事業補助
　　【(NPO)救急ヘリ病院ネットワーク】

7,000 7,000 7,000 7,000 - -

（８）ドクターヘリ講習会費用補助　【日本航空医療学会】

3,500 3,500 3,500 3,500 -

-

（７）救急外傷看護の研修会費用補助　【(一社)日本救急看護学会】

8,500 8,500 8,500 8,500 - -

（６）救急外傷診療の研修会費用補助　【(NPO)日本外傷診療研究機構】

10,000 10,000 10,000 10,000 -

20.0

（５）高規格救急自動車の寄贈　【消防庁】

110,000 92,285 60,000 60,000 - -

（４）救命救急センターへの救急医療機器購入費補助　【(一社)日本外傷学会】

100,000 92,978 100,000 120,000 20,000
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・交通事故の中にあって心肺蘇生とＡＥＤ実施の行動が起こせるよう動機づけることを目的とし、全国規模で、自
動車運転者・同乗者等となりうる一般市民を対象にシンポジウムと実施講習を行う。
・自動車事故における市民参加の救急救命、ＡＥＤの一層の活用が期待される。

747,394 722,657 614,000 612,750  ▲ 1,250  ▲ 0.2

３．自動車事故被害者対策

平成24年度
予算額

平成24年度
決算額

平成25年度
予算額
(a)

平成26年度
予算額
(b)

予算額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

（１）交通事故無料相談事業支援　【(公財)交通事故紛争処理センター】

・交通事故による当事者間の紛争の適切な処理に資するため、同センター嘱託弁護士による無償の法律相談、
和解あっ旋等の事業を支援する。
・保険会社の利益に属さない自賠責運用益を活用することで、中立的な立場から事業を行い、迅速・安価な紛
争解決を図ることが期待される。

・(公財)交通事故紛争処理センターの相談員（弁護士）を対象に最新の医療情報を提供する。一層公正で迅速・
妥当な示談斡旋・裁定などの紛争解決を促進することが期待される。

・交通遺児の賠償金を効率的・安定的に運用して、遺児育成のための資金を長期にわたり定期的に給付する制
度（注）を支援する。交通遺児の保護・救済に資することが期待される。
（注）加入者本人の拠出金に助成金を上乗せした資産を一定の利率で運用し、交通遺児が満19才に達するまで
の間、育成給付金を支給するもの。

・近年の金融環境悪化により、交通遺児育英会の財産運用収入は減少し、一般寄付も減少している。他方、交
通遺児家庭、特に母子家庭の生活を支えるために、高校から大学院までの奨学金貸与の要請は高まってい
る。
・同育英会に支援することで、奨学金貸与の維持、教育の機会均等を図ることが期待される。

・遷延性意識障害（植物症）の患者を介護する家族への情報提供の場として、講演会・勉強会を開催し、全国に
おける事例を紹介して、介護に関する種々の情報を提供する。遷延性意識障害者とその家族が直面する課題
等への支援が期待される。
・講演会・勉強会は年間6回開催予定。

-

（５）遷延性意識障害者の家族の介護に関する講演会および勉強会開催費用補助
　　【日本意識障害学会】

1,000 1,000 1,500 1,500 - -

（４）交通遺児への奨学金支給補助　【(公財)交通遺児育英会】

25,000 25,000 30,000 30,000 -

-

（３）損害賠償金による交通遺児育成基金事業支援　【(公財)交通遺児等育成基金】

67,534 46,286 57,839 42,961  ▲ 14,878  ▲ 25.7

（２）弁護士への医療研修　【(公財)交通事故紛争処理センター】

3,000 2,475 2,500 2,500 -

-

小　　　　　　計

（単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　事業の内容(平成26年度)　　　　　【 】内は事業主体

904,983 904,983 886,787 876,642 ▲10,145  ▲ 1.1

　※　交通事故被害者を対象とした救急蘇生(AED)の普及・啓発事業
　　【(一財)日本救急医療財団】＜平成24年度終了事業＞

8,475 8,475 - - -

（（
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・自動車事故による脳外傷や脊椎損傷などで重度後遺障害を被った被害者やその家族に対する講習会費用を
補助する。講習会（注）を通じて、適切な情報提供、意見交換、交流が期待される。
（注）各都道府県のリハビリテーション病院を中心に、医師、医療・福祉関係者、家族、行政機関等で構成する
講習会実行委員会を立ち上げ、企画・運営されている。

・脊髄損傷者（ピアマネージャー）による脊髄損傷者のためのピアサポート活動（注）を支援する。脊髄損傷者へ
の情報提供、早期社会復帰が期待される。
（注）リハビリセンター・医療機関等に入院中の脊髄損傷者およびその家族を対象としたグループ相談会開催、
ピアマネージャーの派遣、病院・自宅等個別訪問、ロールモデル（社会復帰をとげた脊髄損傷者）の派遣及び講
演会の実施、ピアマネジャーの現任研修会の実施等。

・交通事故等の被害者支援活動を推進するための広報活動（「犯罪被害者支援ニュース」および「被害者の声」
の発行）を支援する。
・広報活動の充実により犯罪被害者支援の理解を深めることで支援活動の充実が期待される。

・自動車事故による被害者やその家族に対する情報提供を目的とした研修会・勉強会の開催費用を補助する。
研修会・勉強会を通じて、交通事故被害者やその家族に対する適切な情報提供、意見交換、交流が期待され
る。

・高次脳機能障害者支援の専門家の育成支援を目的として、医師、看護師、理学療法士、作業療法士などの専
門職を対象に全国各地で開催する講習会を支援する。
・専門家の充実が図られると共に、当事者と家族を交えた実習形式を取り入れることで、地域における支援者と
当事者の連携を深めることが期待される。

・訪問看護師を増やし、訪問看護サービスを充実強化することは喫緊の課題であるため、全国の潜在看護師お
よび医療機関等に勤務する看護師を対象とする研修会の実施とその教材の製作を支援する。
・併せて、現在、訪問看護等在宅ケアに関する電話相談事業を支援する。
・訪問看護師の数・質が向上することで、在宅療養者およびその家族への支援の拡大が期待できる。
・また、自動車事故被害者の訪問看護師利用の実態調査を行い、訪問看護師活用の推進策を検討する。

・交通事故等により家族を失った遺族等の悲嘆に寄り添う人材を育成するため、上智大学グリーフケア人材養
成講座の運営を支援する。
・また、交通事故遺族関係者が本講座を受講する場合、受講料の一定額を補助する。
・グリーフケア人材を養成することによって、交通事故被害者遺族等の「心のケア」の推進に資することが期待さ
れる。

-

（12）グリーフケア人材養成講座の運営支援・受講料補助　【(学)上智学院】＜新規事業＞

12,000 12,000

42.9

（11）訪問看護師の育成と活用促進事業支援　【(公財)日本訪問看護財団】＜3年計画の2年目＞

9,000 9,990 990 11.0

（10）高次脳機能障害ファシリテーター養成講座　【(NPO)高次脳機能障害支援ネット】
　　＜3年計画の3年目＞

7,000 7,000 7,000 10,000 3,000

 ▲ 8.7

（９）交通事故被害者への情報提供・研修会開催費用補助　【(NPO)全国被害者支援ネットワーク】

5,200 4,200 5,200 8,500 3,300 63.5

（８）被害者・その家族等の心のケア推進事業支援　【(NPO)全国被害者支援ネットワーク】

2,000 2,000 2,300 2,100 ▲200

-

（７）脊髄損傷当事者による脊髄損傷者への情報提供･相談会･講演会等の開催費用補助
　　【(社)全国脊髄損傷者連合会】

4,500 4,500 5,000 5,455 455 9.1

（６）リハビリテーション講習会開催費用補助　【リハビリテーション病院等】

38,500 33,388 41,000 41,000 -
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・脳卒中患者の自動車運転に関しては我が国でも多くの報告はあるが、脳卒中や高次脳機能障害に対する統
一的な運転再開基準や確立された評価法はなく、実態として運転再開者の事故を防止することはできていな
い。
・このため、これまでの研究の成果を今後の学際的な臨床研究に反映することで、より精緻な自動車運転再開
認定に資するプログラムや基準が示されることが期待できる。

・交通事故等により小児期に発症した高次脳機能障害児・者に対する支援は未だ十分ではないことから、学童
期の集団活動に必要なプログラム、医療機関と教育機関の支援の連携、家族支援プログラムの検討を行う。
・本研究により支援モデルを作成し全国に普及することで、高次脳機能障害児・者の支援の質の向上が期待で
きる。

・ライフステージやライフスタイル別に高次脳機能障害者に必要と思われるあらゆる分野の情報を標準化し、全
国一律に障害者が利用できる社会資源等の支援情報をまとめた「支援マップ」を作成し、WEBで公表しようとす
るもの。
・全国の支援体制の充実度を俯瞰することも可能となり、支援の充実につながることが期待される。

・脊髄損傷治療のデータベースの構築により、脊髄損傷機能回復評価法を確立すると共に、確立された評価法
を普及し、治療(リハビリテーション)の標準化を行おうとするもの。
・全国のどの医療機関でも、効率的かつ効果的な脊髄損傷治療を受けることが可能となり、治療実績の向上が
図られるほか、治療期間が短縮され、治療費支出を抑制することが期待される。

1,073,517 1,045,632 1,072,126 1,062,948  ▲ 9,178  ▲ 0.9

４．後遺障害認定対策

平成24年度
予算額

平成24年度
決算額

平成25年度
予算額
(a)

平成26年度
予算額
(b)

予算額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

（１）自動車事故医療研究助成　【公募(一般)】

・交通外傷に関する医療研究のテーマを募り、有益で有効な研究を支援することで、医療の進歩に資することが
期待される。
・平成25年度は146件の応募に対し34件の採用を行った。研究期間は1年。医学界の専門家で構成される選考
委員会において選定される。

 ▲ 100.0

小　　　　　　計

（単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　事業の内容(平成26年度)　　　　　【 】内は事業主体

40,000 38,738 40,000 40,000 - -

　●　脊髄損傷に関するデータベース構築　【(独)労働者健康福祉機構 総合せき損センター 】
　　＜平成25年度終了事業＞

5,800 5,800 8,000 ▲8,000

-

　●　社会資源マップの作成支援　【(社福)千葉県身体障害者福祉事業団】＜平成25年度終了事業＞

9,000 9,000 9,000 ▲9,000  ▲ 100.0

（14）学童期・青年期にある高次脳機能障害者に対する総合的な支援に関する研究
　　【(社福)富山県社会福祉総合センター】＜新規事業・3年計画の1年目＞

12,000 12,000

（13）高次脳機能障害者の自動車運転再開認定基準の策定　【(学)産業医科大学】＜3年計画の2年目＞

7,000 8,300 1,300 18.6
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・時機に適った研究課題を複数特定して募集し、有益で有効な研究を支援することで、医療の進歩に資すること
が期待される。
・平成25年度は課題3テーマを設定し8件の採用を行った。研究期間は2～3年。一般公募と同様に医学界の専
門家で構成される選考委員会において選定される。

70,000 68,738 70,000 70,000 - -

５．医療費支払適正化対策

平成24年度
予算額

平成24年度
決算額

平成25年度
予算額
(a)

平成26年度
予算額
(b)

予算額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

（１）医療費支払適正化のための医療研修　【(一社)日本損害保険協会】

・交通事故医療に関する研修を通じ、医療費支払いの適正化を図る。対象者は、損保会社等の自動車損害調
査担当者。
・応用、研究、上級、専門の4つのコースを設けて実施している。

（２）自賠責保険診療報酬基準案普及促進費　【(一社)日本損害保険協会】

・昭和59年12月の自賠責保険審議会答申の指摘に基づき、「自賠責保険診療報酬基準案」を全国で普及させ、
医療費支払いの適正化を図る。自賠責保険の支払い保険金の適正運営のために有意義な事業である。
・既実施地区において普及率アップに向けた活動等を行う。

・医師等に対し自賠責保険制度・運用等に関する研修を全国各地で実施し、医療費支払いの適正化を図る。
・平成12年6月の自賠責保険審議会答申の指摘に基づき実施しているもの。

167,510 162,022 162,482 157,012  ▲ 5,470  ▲ 3.4

※１．自動車事故防止対策、２．救急医療体制の整備、３．自動車事故被害者対策、４．後遺障害認定対策および５．医療費支払適正化対策の合計金額

平成24年度
予算額

平成24年度
決算額

平成25年度
予算額
(a)

平成26年度
予算額
(b)

予算額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

2,176,548 2,116,934 2,015,608 1,997,956 ▲17,652  ▲ 0.9

-

小　　　　　　計

（単位：千円）

合　　　　　　　計

（３）民間医療機関の医師等への自賠責保険制度・運用等に関する研修　【(公社)日本医師会】

9,000 6,054 9,000 9,000 -

45,000 42,717 45,000 45,000 - -

-

小　　　　　　計

（単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　事業の内容(平成26年度)　　　　　【 】内は事業主体

113,510 113,251 108,482 103,012 ▲5,470  ▲ 5.0

（２）自動車事故医療研究助成　【公募(特定課題)】

30,000 30,000 30,000 30,000 -
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１． 自動車事故防止対策

平成24年度
計画額

平成24年度
実績額

平成25年度
計画額
(a)

平成26年度
計画額
(b)

計画額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

510,200 496,891 749,200 786,700 37,500 5.0小　　　　　計

-自転車交通安全啓発を目的とした交通安全教育資材を小学校等に提供し、児童の発育段階に応じた交通事
故未然防止に必要な知識や技術の習得を促進し、交通事故の防止を図る。【ＪＡ共済連】

（９）生徒向け自転車交通安全教室の実施

120,000 157,500 37,500 -全国各地で、生徒が交通事故の実演（スタントマン）により自転車事故の危険性を学ぶ交通安全教室を開
催し、交通事故の防止を図る。【ＪＡ共済連（予定：都道府県警察）】

（８）児童向け交通安全教育資材の提供　＜平成24年度単年度施策＞

43,000 42,357 - - -

0.0全国の小・中学校の生徒を対象に交通安全ポスターを募集、優秀作品を表彰。優秀作品を活用した啓発活
動を実施し、交通事故の防止を図る。【ＪＡ・ＪＡ共済連（後援申請：内閣府、警察庁、文部科学省）】

（７）幼児向け・高齢者向け交通安全教室の実施

340,000 335,330 477,000 477,000 0 0.0全国各地で、幼児が交通安全知識を学ぶ交通安全教室、身体能力の衰える高齢者対象の交通安全教室を開
催し、交通事故の防止を図る。【ＪＡ・ＪＡ共済連（後援申請：内閣府、警察庁、国土交通省）】

（６）ＪＡ共済交通安全ポスターコンクールの実施

120,000 112,130 145,000 145,000 0

500 500 500 0 0.0
自動車点検整備推進運動に協賛し交通事故の防止を図る。【自動車点検整備推進協議会】

0.0一般を対象に交通安全スローガンおよび当該スローガンを使用したポスターを募集、優秀作品を活用した
啓発活動を実施し交通事故の防止を図る。【毎日新聞社・(一財)全日本交通安全協会】

（５）全日本交通安全協会の支援

2,000 2,000 2,000 2,000 0 0.0交通安全に関する広報活動、交通安全表彰、交通安全教育の推進等を実施する(一財)交通安全協会を支援
し、交通事故の防止を図る。【(一財)全日本交通安全協会】

（４）交通安全スローガン・ポスター募集事業への協賛

2,700 2,625 2,700 2,700 0

平成26年度自賠責共済運用益拠出事業（詳細）

全国共済農業協同組合連合会
（単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　事業の内容(平成26年度)　　　　　 【　】内は事業主体

（１）全国一斉交通安全運動の協賛
1,000 948 1,000 1,000 0 0.0

全国のＪＡ等で交通安全運動期間中に同運動ポスターを掲示し交通事故防止を図る。【内閣府他】

（２）シートベルト・チャイルドシート着用推進運動の協賛

1,000 1,000 1,000 1,000 0 0.0シートベルト・チャイルドシート着用促進の広報活動等により交通事故防止を図る。
【シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会】

（３）自動車点検整備推進運動の協賛
500
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２．救急医療体制の整備

平成24年度
計画額

平成24年度
実績額

平成25年度
計画額
(a)

平成26年度
計画額
(b)

計画額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

813,000 794,091 505,500 475,500 △ 30,000 △ 5.9

0 0.0救急医療用ヘリに関する啓発・広報活動を支援し、救急医療体制の整備と被害者救済を図る。
【認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク】

小　　　　　計

地域の救急医療を担う厚生連病院等に対して救急医療機器等購入費を補助し、救急医療体制の整備と被害
者救済を図る。
全国の厚生連病院111病院のうち、100病院が救急告示を、23病院がへき地中核・医療拠点病院指定を受け
ている。【厚生連病院他】

（２）救急ヘリ普及推進活動の支援

13,000 13,000 5,500 5,500

（単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　事業の内容(平成26年度)　　　　　 【　】内は事業主体

(１)救急医療機器等購入費補助

800,000 781,091 500,000 470,000 △ 30,000 △ 6.0
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３．自動車事故被害者対策

平成24年度
計画額

平成24年度
実績額

平成25年度
計画額
(a)

平成26年度
計画額
(b)

計画額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

224,926 210,729 210,800 203,800 △ 7,000 △ 3.3

10,000 0 0.0

5,000 -交通事故被害者およびその家族に対する情報提供を支援する。
【ＪＡ共済連】

小　　　　　計

25,000 25,000 0 0.0

（８）(公財)交通遺児育英会の支援

5,000 5,000 10,000

交通事故医療に関する研究を公募のうえ選定した医療研究25件に助成し、救急医療の進歩に寄与すること
を通じて被害者救済を図る。【公募】

（７）(公財)交通遺児等育成基金の支援

12,000 6,943 12,000 6,500 △ 5,500

交通遺児の修学を援助する(公財)交通遺児育英会を支援し、被害者救済を図る。
【(公財)交通遺児育英会】

（９）交通事故被害者に対する情報提供支援

5,000

△ 45.8交通遺児の生活基盤安定を目的とする(公財)交通遺児等育成基金を支援し、被害者救済を図る。
【(公財)交通遺児等育成基金】

身体障害者の日常生活を補助する介助犬の普及活動を支援し、被害者救済を図る。
【ＮＰＯ法人日本介助犬アカデミー・（社福）日本介助犬協会・ＪＡ・ＪＡ共済連】

（５）交通事故被害者・家族向け情報交換支援インターネットサイトの運営　＜平成24年度末終了施策＞

5,700 5,670 - -

△ 500 △ 2.2交通事故法律相談を支援し、被害者救済を図る。
【(公財)日弁連交通事故相談センター】

（４）介助犬の普及の支援

80,800 75,979 70,800 70,800 0 0.0

- -交通事故被害者やその家族向けの情報交換支援・情報提供のためのコミュニティ・インターネットサイト
を設置・運営し、被害者救済を図る。【ＪＡ共済連】

（６）交通事故医療研究の支援

25,000 24,880

自動車事故損害賠償に関する無料法律相談事業を支援し、被害者救済を図る。
【(公財)交通事故紛争処理センター】

（３）交通事故無料法律相談機関の支援

24,500 24,500 23,000 22,500

0 0.0自賠責共済・保険の未加入車両の解消を図る自賠責制度周知活動を通じて、被害者救済を図る。
【国土交通省他】

（２）交通事故無料法律相談事業の支援

67,926 64,074 66,000 60,000 △ 6,000 △ 9.1

　　　　　　　　　　　　　　　事業の内容(平成26年度)　　　　　 【　】内は事業主体

（１）自賠責制度周知活動の実施

4,000 3,683 4,000 4,000

（単位：千円）
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４．後遺障害認定対策

平成24年度
計画額

平成24年度
実績額

平成25年度
計画額
(a)

平成26年度
計画額
(b)

計画額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

（１）外傷性腱板断裂の臨床的特徴にかかる調査実施　＜平成24年度末終了施策＞

（２）腰椎の交通外傷と疾病・患者障害の予後にかかわる調査の実施　＜平成24年度末終了施策＞

（４）脊柱外傷に起因する運動障害評価に関する検討の実施　＜3年計画の2年目＞

交通外傷後の手術による脊椎固定術や骨折などの器質的障害により、どの程度の障害でどの程度の脊柱可
動域が損なわれるかを検討する。また、年齢変化と脊柱可動域の関連をふまえ、外傷後の脊柱可動域制限
の参考データを提示することにより、後遺障害認定に資する。
【(一社)ＪＡ共済総合研究所医療研究研修部】

14,000 14,000 0 0.0

15,000 15,000 - -

-交通事故による腰椎疾患画像と一般住民検診による画像を自動読影ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを用いて解析し、交通事故後
の腰痛疾患に特徴的な画像所見の検討および定量的な評価を行うことにより腰椎疾病・障害患者の予後に
関する調査を実施し、後遺障害認定に資する。【(一社)ＪＡ共済総合研究所医療研究研修部】

（３）外傷性頚部症候群の解剖学的基盤構築に関する研究の実施　＜3年計画の2年目＞

11,000 11,000 0 0.0解剖実習体を用い、神経根部の構造および神経根部からの髄液吸収経路に関し、同経路と神経周膜移行部
の関係を解析し、後遺障害認定に資する。【(一社)ＪＡ共済総合研究所医療研究研修部】

19,000 19,000 - - -

-

（単位：千円）

-

　　　　　　　　　　　　　　　事業の内容(平成26年度)　　　　　 【　】内は事業主体

肩関節外傷後に生じた肩関節痛を主訴とする患者を対象とし、外傷の確認後に画像所見と診察および手術
所見の比較により評価を行うことにより、肩関節外傷による外傷性腱板断裂の後遺障害認定に資する。
【(一社)ＪＡ共済総合研究所医療研究研修部】

5



34,000 34,000 34,000 34,000 0 0.0

５．医療費支払適正化対策

平成24年度
計画額

平成24年度
実績額

平成25年度
計画額
(a)

平成26年度
計画額
(b)

計画額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

60,000 59,999 60,000 60,000 0 0.0

※１．自動車事故防止対策、２．救急医療体制の整備、３．自動車事故被害者対策、４．後遺障害認定対策 および５．医療費支払適正化対策の合計金額

平成24年度
計画額

平成24年度
実績額

平成25年度
計画額
(a)

平成26年度
計画額
(b)

計画額の
増減額
(b-a)

増減率
（％）

1,642,126 1,595,711 1,559,500 1,560,000 500 0.0

0.0医療分野研修を実施し、医療費支払の適正化を図る。
【(一社)ＪＡ共済総合研究所医療研究研修部】

小　　　　　計

（単位：千円）

合　　　　　計

医療分野研修等の実施

60,000 59,999 60,000 60,000 0

　　　　　　　　　　　　　　　事業の内容(平成26年度)　　　　　 【　】内は事業主体

（５）脳障害による高次脳機能障害と意識障害の関連分析の実施　＜2年計画の2年目＞

9,000 9,000 0 0.0
日本脳神経外傷学会データバンクの蓄積データから高次脳機能障害残存症例を抽出し、意識障害の時間と
高次脳機能障害の発症頻度について検討する。また、追跡可能な症例について、慢性期における画像診断
と神経心理学的評価を行い、意識障害と高次脳機能障害の程度、日常生活復帰状況を検討し、後遺障害認
定に資する。
【(一社)ＪＡ共済総合研究所医療研究研修部】

小　　　　　計

（単位：千円）
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